
JP 2011-171531 A5 2013.1.24

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年1月24日(2013.1.24)

【公開番号】特開2011-171531(P2011-171531A)
【公開日】平成23年9月1日(2011.9.1)
【年通号数】公開・登録公報2011-035
【出願番号】特願2010-34314(P2010-34314)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/11     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/40     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ   1/11    　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｋ   3/40    　　　Ｋ
   Ｈ０５Ｋ   3/46    　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ   3/46    　　　Ｎ
   Ｈ０１Ｌ  21/60    ３１１Ｓ
   Ｈ０５Ｋ   3/46    　　　Ｑ
   Ｈ０５Ｋ   3/32    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成24年11月29日(2012.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化アルミニウム基板と、
　前記酸化アルミニウム基板の厚み方向に貫通して形成された多数の貫通導体と、
　前記酸化アルミニウム基板の少なくとも一方の面に形成され、接続パッドが配置される
部分に開口部が設けられた絶縁層と、
　前記絶縁層の開口部に形成されて、複数の前記貫通導体の一端側に接続され、かつ無電
解めっきにより形成された錫又は錫合金層からなる前記接続パッドとを有し、
　少なくとも前記絶縁層の開口部内において、前記貫通導体が前記酸化アルミニウム基板
の外面から突出するか又は沈み込むことで凹凸が設けられており、
　前記貫通導体又は前記酸化アルミニウム基板が上側に突出している部分が前記接続パッ
ドの中に埋め込まれていることを特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記酸化アルミニウム基板の両面側に、前記絶縁層の開口部が対向した状態で前記絶縁
層がそれぞれ形成されており、
　前記両面側の絶縁層の開口部に前記接続パッドがそれぞれ形成されていることを特徴と
する請求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記一端側が前記接続パッドに接続された前記複数の貫通導体の他端側に接続されたｎ
層（ｎは１以上の整数）の配線層をさらに有することを特徴とする請求項１又は２に記載
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の配線基板。
【請求項４】
　前記接続パッドに半導体チップのバンプ電極が接続されていることを特徴とする請求項
１乃至３のいずれか一項に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記配線基板の上面側の前記接続パッドに接続部が接続された第１配線部材と、
　前記配線基板の下面側の前記接続パッドに接続部が接続された第２配線部材とをさらに
有することを特徴とする請求項２に記載の配線基板。
【請求項６】
　厚み方向に貫通する多数の貫通導体が設けられた酸化アルミニウム基板を用意する工程
と、
　前記酸化アルミニウム基板の少なくとも一方の面に、接続パッドが配置される部分に開
口部が設けられた絶縁層が形成され、かつ、少なくとも前記絶縁層の開口部の前記貫通導
体が前記酸化アルミニウム基板の外面から突出するか又は沈み込むことで凹凸が設けられ
た構造を得る工程と、
　前記絶縁層の開口部に、前記貫通導体の露出面に錫又は錫合金からなる置換めっき層を
形成した後に、前記置換めっき層に接続される錫層又は錫合金層を無電解めっきにより形
成することにより、複数の前記貫通導体の一端側に接続される前記接続パッドを形成する
工程とを有することを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記凹凸は、前記酸化アルミニウム基板の表面をエッチングするか、又は前記貫通導体
をエッチングする工程により得られることを特徴とする請求項６に記載の配線基板の製造
方法。
【請求項８】
　前記凹凸は、前記絶縁層を形成する前に形成されることを特徴とする請求項６又は７に
記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記凹凸は、前記絶縁層を形成した後に形成されることを特徴とする請求項６又は７に
記載の配線基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は配線基板に係り、酸化アルミニウム基板と、前記酸
化アルミニウム基板の厚み方向に貫通して形成された多数の貫通導体と、前記酸化アルミ
ニウム基板の少なくとも一方の面に形成され、接続パッドが配置される部分に開口部が設
けられた絶縁層と、前記絶縁層の開口部に形成され、複数の前記貫通導体の一端側に接続
され、かつ無電解めっきにより形成された錫又は錫合金層からなる前記接続パッドとを有
し、少なくとも前記絶縁層の開口部内において、前記貫通導体が前記酸化アルミニウム基
板の外面から突出するか又は沈み込むことで凹凸が設けられており、前記貫通導体又は前
記酸化アルミニウム基板が上側に突出している部分が前記接続パッドの中に埋め込まれて
いることを特徴とする。
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